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掲　示　板 （3～5月行事予定表） 
月　　日 時　　間 備　　　考 会　　　場 内　　　　　　　　容 
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9：30～11：00 

10：30～12：00 

13：00～17：00 

10：30～12：00 

13：00～14：00 

17：00～18：00 

10：30～12：00 

18：00～19：00 

8：30集合 

17：00～17：55 

18：10～18：30 

13：30～15：30 

13：30～15：30 

13：00～17：00 

14：00～15：00 

15：00～15：30 

16：00～17：00 

17：00～17：30 

10：30～12：00 

13：30～15：00 

16：30～17：30 

17：30～18：00 

9：30集合 

13：30～16：00 

13：30～15：30 

16：00～16：55 

17：00～18：00 

13：00～17：00 

13：30～15：30 

13：30～15：30 

16：00～17：00 

17：15～18：00 

18：10～19：40

広報委員会 

生活習慣病健診 

総務組織委員会 

※無料法律相談（先ずはTELして下さい。） 

厚生共益公益事業委員会 

女性部会・役員会 

源泉研究部会・役員会 

税制税務委員会 

青年部会・役員会 

中野ランニングフェスタ2019 

理事会 

新入会員・特別研修会 

決算法人説明会 

新設法人説明会 

※無料法律相談（先ずはTELして下さい。） 

女性部会・318回研修会 

女性部会・第38回定時総会 

源泉研究部会・388回研修会 

源泉研究部会・第44回定時総会 

総務・組織委員会 

監査会 

青年部会・529回研修会 

青年部会・第30回定時総会 

第33回中野通り桜まつり 

書き方説明会 

決算法人説明会 

理事会 

第20回健康セミナー（講師：ブル中野氏） 

※無料法律相談（先ずはTELして下さい。） 

決算法人説明会 

新設法人説明会 

（第1部）第8回通常総会（社員総会） 

（第2部）感謝状贈呈式 

（第3部）懇親パーティー 

法 人 会 館  

中野サンプラザ研修室7F 

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

中野サンプラザ20F 

法 人 会 館  

法 人 会 館  

四季の森公園  

 

 

西武信用金庫・本店8F 

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

新井薬師公園  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

 

 

法 人 会 館  

法 人 会 館  

法 人 会 館  

 

終了後：懇親会 

終了後：懇親会 

終了後：懇親会 

5日：オープニングセレモニー 

終了後：懇親会 

終了後：懇親会 

終了後：交流会 中野サンプラザ11F 
ブロッサムルーム 

中野サンプラザ15F 
フォレストルーム 

中野サンプラザ15F 
フォレストルーム 

中 野 サ ン プ ラ ザ  
13F スカイルーム 

中 野 サ ン プ ラ ザ  
13F スカイルーム 

中 野 サ ン プ ラ ザ  
13F コスモルーム 

中野サンプラザ11F
ア ネ モ ル ー ム  
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新年賀詞交歓会 
中野区だより（他団体・新年会） 
（お知らせ）無料法律相談 
署長講演会（小田署長）『税務署ここだけ話』 
年頭所感（宮島会長）＆お知らせ 
祝　　辞（小田署長） 
ANTENNA�『中野ランニングフェスタ2019』 

７ 
８・９ 

１０・１１ 
１２ 
１２ 
１３ 

１４・１５ 
１６ 

祝　　辞（内藤所長）（酒井区長） 
税務署だより・都税だより 
知っとくと得情報（税の豆知識）（山岡先生） 
知っとくと得情報（労務のポイント） 
中野区だより（成人のつどい 他）＆支部だより 
行動する法人会（税制改正提言） 
部会だより（女性部会）（源泉研究部会）（青年部会） 
新年賀詞交歓会（大抽選会） 

4月23日『第20回健康セミナー』は、同封の案内をご参照の上ご参加下さい。
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

野 区 だ よ り 野 区 だ よ り 野 区 中 中 中 だ よ り 

新年賀詞交歓会 新年賀詞交歓会 新年賀詞交歓会 

1/23  中野区商店街連合会新年賀詞交歓会（於：中野サンプラザ） 1/14  中野区経済四団体新年賀詞交歓会（於：日本閣） 

30年度納税功労者の皆様 木村副会長 謝辞：大月副会長 大月副会長 フォト・コンテスト入賞者 

入賞作品（ロビー） 矢島副会長 司会：新井氏 司会：宮治氏 横山副会長 税の川柳コンクール入賞者 

会長と着物姿の皆様と 乾杯：鈴木顧問 谷口副会長 内藤所長と… 小田署長と… 

～～～～ 「祝賀会（懇親会）」多くの皆様に参加して頂きました ～～～～ 中締め（盛会裏に終了！） 

中野法人会の 中野法人会の お気軽にどうぞ！！  
（まずはお電話を…） 無 料 法 律 相 談 

実施日時：3/6�、4/1�、5/7�、6/4�、7/3�、8/1� 
　　　　　13：00～17：00（相談時間は、1案件：45分） 
TEL：03－3388－6896　FAX：03－3388－2550（担当）佐藤・三國 

（平成31年1月10日（木） 於：中野サンプラザ） 
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平成31年１月10日、中野サンプラザにおいて

「講演会」が行われました。

講師に、中野税務署長　小田満明様を招聘して

「税務署ここだけ話し」と題して講演していただ

きました。

【経歴】

まず始めに、私の今までの経験を述べさせてい

ただき、その経験を基に今考えていること等をご

披露できればと思っております。

私は、38年ほど国税の職場におりますが、課税

に関する経験は非常に少なく、最も長いものはコ

ンピューターシステムに関する仕事です。国税庁

で16年ほど従事しておりました。その次には、国

税局で滞納処分に関する仕事に従事しており、高

額・悪質な滞納者のところに赴き、財産を確認し

て差押をするということをやっておりました。

（～略～）

【システムとの出会い】

さて、システムに関する仕事が１番長いとお話

いたしましたが、大学卒業後、国税の職場に入っ

た当初はパソコンすらない時代であり、辛うじて

電卓が登場しているころでした。暫くすると、国

税の職場にもワープロが普及し、その後、パソコ

ンの登場となりました。

当時の国税関係の申告書等の入力は、必要な情

報を入力表に転記して、１週間に１度トラックで

計算センターに搬送して入力してもらうというバ

ッチシステムを採用しておりました。

私が32歳の時の人事異動によって、ＫＳＫシス

テムの開発に携わるようなり、ここで初めてシス

テムに本格的に触れ、今までのバッチシステムで

はなくオンラインシステムの仕事に従事しました。

システム開発にあたり、打合せを行うのですが、

相手はシステム会社であるため、当然聞いたこと

のない単語しか出てこず、非常に面食らいました。

しかし、メーカーにひとつひとつ教えてもらい

ながらやっていました。また、システム開発に従

事していた時期というのは、毎年技術が変わるも

ので、走りながらでも時代は変わっていくのを実

感しました。

【国税への影響】

その後、システム関係の仕事は離れましたが、

今も技術の進歩は止まらず、最近ではスマートフ

ォンがあれば何もいらないような時代になり、人

の行動や仕事の仕方に大きな影響を与えるように

なりました。

各人の必要な情報はほとんどがスマートフォン

で確認できるようになり、他人との連絡手段も非

常に豊富になりました。仕事の仕方においては、

手元のパソコンで海外取引から代金決済までを行

うことができるようになり、会社の在り方も社内

に自分の机がない会社や事務所すら持たない会社

が増えてきております。

税務署としては、どこかに事務所があって書類

が並んでおり、必ず経理担当者がいて、そこで税

務調査ができるものだと思って仕事をしてきまし

た。しかし、技術の進歩は目まぐるしいため、我々

も新しい技術に対応していかなければならず、何

をどのように確認すれば実態把握ができるのか知

恵を絞って考えていくことが必要となっています。

【今後の行政のあり方】

これからも、人間の価値観や行動様式は大きく

変わっていくと思います。その変化に対応できる

ように、税務署だけではなく行政全体としてシス

テムを有効活用して利便性の向上を目指していか

なければなりません。日本にもマイナンバーカー

ドが導入されたため、利用できる行政サービスの

範囲を徐々に広げることにより、行政側も組織を

絞っていくことができると思います。そのために

はどうしても国民の皆様の理解が必要となります

ので、どうぞご協力お願いします。

� 講 演 会 �

「税務署ここだけ話」

講師：中野税務署長　小田満明様 講師の小田署長
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新年賀詞交歓会 新年賀詞交歓会 新年賀詞交歓会 
平成31年1月10日（木） 中野サンプラザ 

皆様、明けましておめでと

うございます。

年初めのお忙しい中、小田署長様始め、中

野税務署の幹部の皆様、また、多くのご来賓

の皆様にお越しいただきまして、誠にありが

とうございます。

今年のお正月は、天気も良く穏やかなお正

月を迎えられたと思います。皆様、如何でし

たでしょうか？

今年は亥年ですね。一般的に猪突猛進、真

っ直ぐ突き進むというイメージですけれども、

法人会としましても、皆様と一緒に真っ直ぐ

突き進んでいきたいと思っております。

さて、昨年を振り返りますと、大変災害が

多い年だったと思います。１月早々に熊本地

震等、台風や地震が、様々なところで発生し

ました。皆様の関係者の中にも被災された方

がいらっしゃるかも知れませんが、この場を

お借りして心よりお見舞い申し上げます。

今年は、とにかく穏な年であってほしいと

思っております。過去の亥年をネットで見ま

すと、結構、災害の多い年だったようです。

関東大震災始め、伊勢湾台風なども亥年だっ

たようですが、不吉な話になってしまいます

ので、とにかく過去の事は気にせず穏やかな

１年を過ごして行ければと思っております。

さて、昨年、中野法人会は、様々な事業を

展開して参りました。本部主催で、講演会や

神田山緑師匠の講談、クロノゲート見学・日

帰りバス研修会。また、チャリティゴルフ大

会、ボウリング大会等々様々な事業を展開し

て参りました。また、各支部でも、独自の事

業を展開して頂きました。部会では、青年部

会が「租税教室」、女性部会が「税に関する

絵はがきコンクール」、源泉研究部会が「税

の川柳コンクール」等々、活発な事業を展開

して頂きました。参加して頂いた方を始め運

営にあたって頂いた皆様、本当にご苦労様で

した。今年も各支部・部会が、様々な事業を

展開して頂きたいと思っております。また、

私は、どの会合でもお願いをしておりますが、

「会員増強の件」でございます。毎年多くの方

に入会をして頂いておりますが、残念ながら

脱会される方も多く、結果、純増になってお

りません。多くの皆様とネットワークを広げ、

知識の向上や、経営者としての仲間作りに多

くの方に参加して頂きたいと思いますので、

是非皆様のご協力をお願い致します。

最後に、本日ご参加の皆様のご健勝並びに

ご事業の発展を祈念してご挨拶とさせて頂き

ます。

本年もどうぞ宜しくお願い致します。

宮島会長の年頭の辞

～～～～～～終了後の「慰労会」も多くの皆様に参加して頂きました～～～～～～

◆『公益社団法人・第八回通常総会』開催ご案内◆ 

桜満開、晴天、無事故で大成功で！ 
（平成31年4月5・6・7日　於：新井薬師公園） 

『第29回
中野通り桜まつり』に参加予定『第33回
中野通り桜まつり』に参加予定 1. 日時：平成31年5月16日�　午後3時30分より受付　午後4時開会 

第一部『通 常 総 会』（午後4時～）　　 　　13F  スカイルーム 

第二部『感謝状贈呈式』（午後5時15分～）13F  スカイルーム 

第三部『懇親パーティー』（午後6時10分～）13F  コスモルーム 

1. 会場：中野サンプラザ　　1. 会費：8,000円（第三部出席者のみ） 
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明けましておめでとうござい

ます。

御紹介いただきました中野税

務署長の小田でございます。

平成31年の新春を迎え、公益

社団法人中野法人会の皆様に謹

んで新年のお喜びを申し上げま

す。

旧年中は、宮島会長をはじめ、役員並びに会員

の皆様には、税務行政に対して、深い御理解と多

大なる御協力を賜りましたことに、厚く御礼申し

上げます。

貴会におかれましては、各種説明会・講演会等

の開催はもとより、小学生を対象とした「税に関

する絵はがきコンクール」や「租税教室」の開催

など、租税教育活動及び税の啓蒙活動に熱心に取

り組まれ、正しい税知識の普及と納税道義の高揚

に貢献されております。昨年７月の着任以来、

様々な行事に参加させていただきましたが、平成

祝　辞  祝　辞  祝　辞  祝　辞  

中野税務署

小田署長

最後という節目の年も皆様と御一緒できることを

とてもうれしく思います。

皆様の熱意あふれる会活動に対して、心から敬

意を表しますとともに、今後とも公益性の高い活

発な会活動を通じて、企業経営と地域社会の健全

な発展のために御活躍されますことを御期待申し

上げます。

さて、年も明けて、間もなく確定申告の時期を

迎えます。２月18日から３月15日までの申告書作

成・相談会場は、昨年同様、四谷税務署及び新宿

税務署と３署合同で、JR新宿駅新南エリアの「ル

ミネZERO（NEWoMan（ニューマン）５階）」に

設置することとしております。この期間は中野税

務署内に申告書作成・相談会場はありませんので、

会員の皆様のみならず地域の皆様への周知の御協

力をお願いいたします。

結びに当たり、皆様にとりまして新しい年が幸

多い年となりますよう心から祈念いたしまして、

新年の挨拶といたします。

～～～～～～～ご来賓の皆様～～～～～～～ ～～～役員の皆様～～～

～第1支部の皆様～ ～～～～～パーティー会場には美味なる料理がズラリ～～～～～

（2017年ステージ風景）（2017年ステージ風景）（2017年ステージ風景）スペシャルゲストミニ
ライブ

スペシャルゲストミニ
ライブ

スペシャルゲストミニ
ライブ

チア・ショーチア・ショーチア・ショー

レース＆エンジョイ
駅伝

レース＆エンジョイ
駅伝

レース＆エンジョイ
駅伝

充実の飲食ブース充実の飲食ブース充実の飲食ブース

●会場案内・コース

� 
�
ラ
ン
ニ
ン
グ
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タ
２
０
１
９ 

仲間や家族と楽しめるイベントやグルメが満載！ 大満足の一日を遊びつくそう！ 
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皆さま、明けましておめでとう

ございます。

東京都中野都税事務所長の内藤

でございます。

本日は、公益社団法人中野法人

会の「新年賀詞交歓会」にお招き

いただき、誠にありがとうござい

ます。

旧年中は、宮島会長をはじめ会

員の皆様方には、都政全般にわたり、深いご理解とご

協力を賜り厚く御礼申し上げます。

また、当所の税務行政に対しましても、都税広報記

事の会報掲載や、各種イベントでの広報協力、適正な

申告納付や、電子申告の推進活動など、格別のご協力

をいただいておりますことに、重ねて御礼申し上げま

す。

さて、９月にはいよいよ、ラグビーワールドカップ

2019の開催を迎えます。東京スタジアムで行われる日

本対ロシアの開幕戦から、約１か月半にわたり、全国

12の都市で世界トップレベルの熱戦が繰り広げられま

す。東京スタジアムでは８試合が行われます。

そして、東京2020オリンピック・パラリンピック大

会も、来年と迫ってまいりました。

開催都市・東京の顔であるボランティアにも、多数

のご応募をいただき、また、競技会場の整備や大会気

運の醸成など準備は着実に進んでおります。大会準備

を通じたバリアフリー化の進展や働き方改革の推進な

ど、東京を持続的な成長とさらなる成熟へと導くレガ

シーの構築に向け進めてまいります。

また、東京都が持続的に成長を続けていくために、

本年も引き続き、「人」に焦点を当て、中でも「待機

児童対策」「高齢社会への対応」など、都民一人ひと

りに的を当てた施策を推進してまいります。

多くの課題を乗り越え、誰もがいきいきと活躍でき

る東京を実現するうえで、皆様から納めていただく都

税は大切な財源となります。皆様からのご協力をいた

だきながら、都税収入の確保に一層努めるとともに、

中小企業支援対策や環境対策など、税制面からの支援

も継続してまいります。

中野都税事務所といたしましても、本年も納税者の

皆様の立場にたち、親切できめ細かい対応を心がけな

がら、適正かつ公平な税務行政の推進と、効率的な事

務運営に努めてまいります。

結びに、新しい年が公益社団法人中野法人会にとり

まして、更なる飛躍の年となりますよう、また、会員

の皆様方のご健勝とご活躍を心から祈念いたしまして、

新年の挨拶とさせていただきます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

祝　辞  祝　辞  祝　辞  祝　辞  

中野都税事務所

内藤所長

皆さん新年明けましておめで
とうございます。本日は、中野
法人会の賀詞交歓会にお招き頂
きましてありがとうございます。
去年、実は私も、中野法人会
の会員になりまして、野方に事
務所がありますので、第３支部
に入らせて頂きまして、総会に
出席させて頂いたんですけれど

も、本日は第３支部ではなく来賓としてお招き頂
きまして誠にありがとうございます。
法人会という事で、税の啓発等に対し、皆さん
には、本当にお世話になっているところでござい
ます。「租税教室」も頻繁にやって頂いており、明
後日の土曜日、北原小学校で行われる「租税教室」
に、私は家が近所なものですから、宮島会長から
一度租税教室は見ておいた方が良いと言われまし
たので、見学に行く予定でございます。
さて、今年ですけれども、私が区長になって半
年くらい経ちました。中野区の十年後をどういう
風にしていこうかという、十年後の街の姿を描く
基本構想というものを新たに作る事で、今、丁度、
基本構想を議論して頂く人達、区民の委員を募集
しているところでございます。一年半くらいかけ
て、新しい中野の街の姿を描いていきたいと考え
ております。
中身としては、今後の日本社会、少子高齢化が
ますます進んでいく中で、都市部においては高齢
者の数はこれから少し増えていくという事、ピー
クが2045年頃という事なので、十年後より更に先
になってしまいますが、そんな局面を迎えてるに
あたり、この街をどうやっていこう、持続可能な
街としてどう盛り上げていくかという事を、多く
の皆さん、それから議会の皆さんとともに、しっ
かり議論していきたいと思っております。
今、来年度・平成31年度の予算の最終局面とい
う事で準備をしているところでございます。税金
というのは、今後、税収が上がっていくのか下が
っていくのか、難しいところではございますけれ
ども、皆さんからお預かりした税金を大切に一円
も無駄にする事なく、中野のまちづくりを進めて
いくために、しっかりと活用させて頂きたいと思
っております。
中野法人会の皆様には引き続き、中野のまちづ
くりや税の啓発等についてお世話になると思いま
すが、どうぞ本年もよろしくお願いします。
本日はお招き頂きまして大変にありがとうござ
いました。

酒井区長
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務 署 だ よ り 務 署 だ よ り 務 署 税 税 税 だ よ り 

平成31（2019）年度  国税専門官募集 

（注）詳細については、お気軽に東京国税局人事第二課試験係（TEL 03－3542－2111  内線2163）までお尋ねください。 
※平成31年5月1日以降の元号については、便宜上、「平成」と表記しています。 

◇ 受験資格 
 
 
 
◇ 申込手続 
 
 
 
 
 
◇ 試 験 日 

１　平成元年4月2日～平成10年4月1日生まれの者 
２　平成10年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの 
　　�　大学を卒業した者及び平成32年3月までに大学を卒業する見込みの者 
　　�　人事院が�に掲げる者と同等の資格があると認める者 
１　申込方法：インターネット申込み 
　　　　　　　人事院ホームページ上の申込専用アドレスを御利用ください。［http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html］ 
２　受付期間：平成31年3月29日（金）９時 ～平成31年4月10日（水）[受信有効] 
３　受験案内交付期間：平成31年2月1日（金）～平成31年4月10日（水）９時～17時（土・日曜日及び祝日を除く。） 
４　受験案内交付場所：東京国税局又は最寄りの税務署若しくは人事院各地方事務局（所） 
　　 （注）人事院ホームページからもダウンロードすることができます。［http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm］ 
第１次試験　平成31年6月9日（日） 
第２次試験　平成31年7月11日（木）～平成31年7月19日（金）のうち指定された日時 

国税専門官は、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして法律・経済・会計等の専門知識を
駆使して適正な課税を維持し、また、租税収入を確保するための事務を行います。 

Ｐｒｉｄｅ of the Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ ～ 公平な世の中を創る、志 ～ 
適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を、我々と一緒に目指してみませんか。 

法人事業税・都民税 
地方法人特別税 

事 業 所 税 
（23区内） 

固定資産税（償却資産） 
（23区内） 

eLTAX イメージキャラクター 
エルレンジャー 

検索 エルタックス 

便利な電子申告・電子納税等をご利用ください！ 

【　　　　　 ホームページ】 http://www.eltax.jp/

【　　　　　 ヘルプデスク】 0570－081459（左記の電話がつながらない場合：03－5500－7010） 
　　　　　　　　　　　　　 平日　9時～17時（土・日・休日、年末年始12/29～1/3を除く） 

【電子申告、電子申請・届出】 
　○新宿都税事務所（法人事業税・地方法人特別税・法人都民税・事業所税）� 03－3369－7151（代） 
　○中野都税事務所（固定資産税（償却資産））� 03－3386－1118（直通） 
【電子納税】 
　○中野都税事務所 徴収管理班　� 03－3386－0649（直通） 
●国税の電子申告・電子納税等については 
　e-Taxホームページ（http://www.e-tax.nta.go.jp/）をご覧ください。 

●利用手続きについてのお問い合わせ● 

●申告内容や納税についてのお問い合わせ● 

【各手続きの受付時間】平日　8時30分～24時（土・日・休日、年末年始12/29～1/3を除く） 
●eLTAXのご利用時間● 

便利な電子申告・電子納税等をご利用ください！ 便利な電子申告・電子納税等をご利用ください！ 
　東京都では、現在、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、23区内の事業所税、23区内の固定資産税（償
却資産）について、eLTAX（地方税ポータルシステム）を利用した電子申告等の受付を行っています。東京都
で現在利用できる手続きは下表のとおりです。 

本税　延滞金　加算金 
見込納付（確定申告分のみ） 

法人設立・設置届出　異動届出　延長申請・届出 
減免申請　連結承認届出　等 

予定申告　中間申告　確定申告　均等割申告 
修正申告　清算確定申告　等 

電子納税 

電子申請・届出 

電子申告 

本税　延滞金　加算金 

事業所等新設廃止減免申請 
みなし共同事業に関する明細　等 

納付申告　修正申告　免税点以下申告 
事業所用家屋貸付等申告 

電子納税 

電子申請・届出 

電子申告 

償却資産申告 

電子申告 

都 税 だ よ り 都 税 だ よ り 都 税 だ よ り 
中野都税事務所
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今回の知っとくと得情報は、いつもの「税の豆知

識」から少し離れて、平成28年12月9日に成立し、同

日に公布された「民間公益活動を促進するための預

金等に係る資金の活用に関する法律（休眠預金活用

制度）」について説明いたします。この法律は、国会

で審議等されていた当時はマスコミに取り上げられ

ていましたが、その後はマスコミを賑わすこともな

く現在に至っているように思われます。休眠預金等

については、少額預金として放置されている方も多

いと思いますので、この法律の制定された背景や概

要を説明いたします。

預金者等が名乗りを上げないまま10年以上も入出

金等が確認できない休眠預金等について、預金等の

性質に照らし預金者等に払い戻す努力を尽くした上

で、国及び地方公共団体が対応することが困難な社

会の諸課題の解決を図ることを目的として、民間の

団体が行う公益に資する活動（�子ども及び若者の

支援に係る活動、�日常生活又は社会生活を営む上

での困難を有する者の支援に係る活動並びに�地域

社会における活力の低下その他の社会的に困難な状

況に直面している地域の支援に係る活動）であって、

これが成果を収めることにより国民一般の利益の一

層の増進に資することになるもの（以下「民間公益

活動」という。）を促進するために活用するという制

度です。

１　我が国においては、預金者が名乗りを上げない

ままとなっている休眠預金等（10年間放置され

た預金等）は、払戻額を差し引いても毎年700億

円程度（平成26年度から28年度平均）に及んで

います。

２　預金等は、

�銀行等が、決済機能、金融仲介機能及び信用創

造機能という公共的な役割を果たすための原資

である。

�預金等の保護に当たっては、信用秩序の維持と

いう特別の公共性の観点から、預金保険制度が

整備され、これを背景として、預金等の受入が

行われている、

�広く国民が利用する、

という性格を有しています。こうしたことから、法

においては、休眠預金等を預金者に払い戻す努力を

尽くした上で、その残余の額について民間公益活動

を促進するために活用することとしています。

１　休眠預金等を、民間公益活動の促進に活用する。

２　民間公益活動の自立した担い手の育成及び民間

公益活動に係る資金を調達することができる環

境の整備を促進する。

３　預金者等の預金等を原資とするものであること

に留意し、多様な意見が適切に反映されるよう

に配慮するとともに、その活用の透明性の確保

を図る。

４　大都市その他の特定の地域に集中することのな

いように配慮する。

５　複数年度にわたる民間公益活動に対する助成等、

社会の諸課題を解決するための革新的な手法の

開発を促進するための成果に係る目標に着目し

た助成等その他の効果的な活用の方法を選択す

ることにより、民間の団体の創意と工夫が十分

に発揮されるように配慮する。

６　宗教団体、政治団体、暴力団等は活用対象から

除外する。

１　平成28. 12. 09（法律公布日）

休眠預金移管システムの準備着手

２　平成30. 01. 01（法律公布日から1年程度）

休眠対象預金公告及び個別通知の開始

３　平成31. 01. 01（法律公布日から2年程度）

平成31. 01. 01以降、休眠預金発生

金融機関は、休眠預金等を預金保険機構に納付

＝税の豆知識＝ 知っとくと　　　  情報 得 

税理士 

山　岡　修　治 
〒101－0047 
千代田区内神田１－２－２ 
　　　　　小川ビル７階 
神田合同税理士事務所 
TEL  03（3518）2711� 
FAX  03（3518）2712 
携帯  090（2212）0306 
e-mail  higumasy@d6.dion.ne.jp 

＝税の豆知識＝ 知っとくと　　　  情報 得 

休眠預金活用制度とは？

休眠預金等の活用に関する基本理念

休眠預金等に係る資金を活用する意義

休眠預金等活用の流れ
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する。

→預金保険機構は、事業計画の実施に必要な金

額を指定活用団体に交付する業務を行う。

４　平成31年春頃

・指定活用団体等の指定

・指定活用団体の事業計画認可

→指定活用団体は、民間公益活動促進業務の実

施について責任を負い、事業計画等に基づい

て資金分配団体を選定し、助成、貸付け等を

行う。

５　平成31年夏頃

資金分配団体に対する助成、貸付け関係業務開

始

→資金分配団体は、民間公益活動を行う団体を

選定し、助成等を行う。

預金者であった者は、いつでも、預金保険機構

（委託を受けた金融機関）に対し、申し出に基づき休

眠預金等代替金（元本＋利子相当額）の支払請求を

行うことができます。

Ｑ１　休眠預金等とは、どのような預金ですか？

Ａ　休眠預金等とは、10年以上、入出金等のお取

引がない預金等をいいます。

Ｑ２　休眠預金等になると、どうなりますか？

Ａ　所定の機関に移管され、民間公益活動に活用

されます。

Ｑ３　休眠預金等になる預貯金などの額に基準はあ

りますか？

Ａ　ありません。

Ｑ４　自分の預金等が休眠預金等になっているかを

知るにはどうすればよいですか？

Ａ　取引のあった金融機関にお問い合わせくださ

い。なお、休眠預金等は、平成31年１月１日

以降に発生することとなります。

Ｑ５　休眠預金等になりそうな預金等があるときに、

何か連絡は来ますか？

Ａ　取引などの異動が最後にあってから９年以上

が経ち、移管の対象となりうる預金等がある

場合には、お預けの金融機関により公告が行

われます。また、１万円以上の残高について

は通知が郵送されます（１万円未満はありま

せん）。

・国税／平成30年分所得税の確定申告
２月18日～３月15日

・国税／個人の青色申告の承認申請　　３月15日
・国税／贈与税の申告　　　２月１日～３月15日
・国税／２月分源泉所得税の納付　　　３月11日
・国税／個人事業者の30年分消費税の確定申告

４月１日
・国税／１月決算法人の確定申告（法人税・消費

税等） ４月１日
・国税／７月決算法人の中間申告　　　４月１日
・国税／４月、７月、10月決算法人の消費税の中

間申告（年３回の場合） ４月１日
・地方税／個人の都道府県民税、市町村民税、事

業税（事業所税）の申告　　３月15日

・国税／３月分源泉所得税の納付　　　４月10日
・国税／２月決算法人の確定申告（法人税・消費

税等） ５月７日
・国税／８月決算法人の中間申告　　　５月７日
・国税／５月、８月、11月決算法人の消費税の中

間申告（年３回の場合） ５月７日
・地方税／給与支払報告に係る給与所得者異動届

の提出　　　　　　　　　　４月16日
・地方税／固定資産税（都市計画税）の第１期分

の納付
４月中において市町村の条例で定める日

・地方税／土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
４月１日～４月20日又は最初の固定資
産税の納期限のいずれか遅い日以後の
日までの期間

・地方税／軽自動車税の納付
４月中において市町村の条例で定める
日

「花祭り」（別名「灌仏会」）
花祭りは、仏教の開祖である

お釈迦様の誕生日にそのお祝い

をする行事のことです。お釈迦

様は、紀元前7世紀～紀元前5世

紀頃、インド北部にあるルンビニ園で生まれま

した。生まれてすぐに立ち上がり7歩歩き、右

手で天を指し、左手で地を指して「天上天下唯

我独尊」と言葉を発したという伝説があります。

「どんな人も尊い目的を果たすために人間に生ま

れてきており、全ての人は平等である」という

意味です。今年は4月8日（月）です。

3月の税務と労務

4月の税務と労務

預金者の保護

休眠預金等活用法Ｑ＆Ａ



野 区 だ よ り 野 区 だ よ り 野 区 中 中 中 だ よ り ＆ 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 支 部 だ よ り 

12月20日 初心者向け“スマートフォン・LINE”講座（於：専門学校東京テクニカルカレッジ） 12月4日 第15回支部有志ゴルフコンペ（於：上野原カントリークラブ）
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―― 会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

（1月14日　於：サンプラザホール） 

2019  中野区成人のつどい 

～～ 中野駅前では“祝い餅つき大会”～～ 会場内では… ～～～ 会場のサンプラザ前 ～～～ 

～～ イベントは盛り上がりました ～～ 実行委員の皆様 酒井区長・いでい議長  他 会場のサンプラザ前 

活発な社会貢献活動を展開 !!活発な社会貢献活動を展開 !!

�残業時間の上限規制……事実上、上限のなかった残業時間に、上限が設定され、大企業には2019年4月1日、
中小企業には2020年4月1日から適用されます。具体的には、残業時間の上限は「月45時間、年360時間」
となり、超繁忙期や急な受注等でやむなくその上限を超える場合は、6カ月までは認められますが、その場合
も単月100時間未満（休日労働含む）、2～6カ月の平均月80時間（休日労働含む）を上限とし、年間上限も
720時間となります。この上限を超えて労働させた場合、事業主は罰則対象となり、「6カ月の懲役または
30万円以下の罰金」が科されます。加えて事業主の管理職（労基法上の管理監督者）に対する労働時間把握
義務（労働安全衛生法改正により2019年4月1日から施行）も重なり、組織としてのきちんとした労働時間
管理体制の整備が急務となります。 

�年休取得の確実な取り組み……2019年4月以降、年10日以上有給休暇を付与されている従業員について、
最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが義務付けられ、年5日未満の取得にとどまる従業員につい
ては、会社が取得日を指定する等の対応が必要となります。従って、「年10日以上有給休暇を付与されている
従業員」の洗い出し、有給休暇の付与要件、法定付与日数の確認と平行して就業規則の見直しが重要です。こ
の法違反の場合も、「6カ月の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。この法の狙いは、リフレッシュ
して作業効率を向上させ健康障害を防止することです。 

�同一労働同一賃金……正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイマー、有期雇用労働者、派遣労働者等）
の格差是正を図る制度で、雇用形態が異なっても職務の内容や会社貢献度等が同じならば、給与、賞与も同等
のものとして、不合理な格差が生じないようにする必要があり、事業主は待遇差の理由を説明することも義務
付けられています。大企業には2020年4月1日、中小企業には2021年4月1日から適用されます。各社内
規定の見直しが不可欠です。 

＝労務のポイント＝（働き方改革関連法） 知っとくと　　　  情報 得 ＝労務のポイント＝（働き方改革関連法） 知っとくと　　　  情報 得 
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―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

全法連では、平成31年度税制改正に向け、
政府・政党に対して提言活動を行いました。 

中野法人会は、11月に長妻・松本・
鈴貴衆議院議員、酒井区長、いでい
議長に提言書を送付しました。 

行動する法人会 行動する法人会 

自　民　党 

－平成31年度税制改正に関する提言－ 

公　明　党 

中小企業庁 

財　務　省 

国　税　庁 

予算・税制等に関する政策懇談会（税務・中小企業）  
11月7日 

税制改正要望等ヒアリング  
11月14日 

10月22日 

表敬訪問　　12月6日 

10月25日 

財政・金融・証券団体委員長　津島　　淳 氏 
井上　信治氏　　坂本　哲志氏　　城内　　実氏 
越智　隆雄氏　　坂井　　学氏　　穴見　陽一氏 
今枝宗一郎氏　　大野敬太郎氏　　鬼木　　誠氏 
神山　佐市氏　　神田　憲次氏　　工藤　彰三氏 
國場幸之助氏　　星野　剛士氏　　山田　美樹氏 
高村　正大氏　　高木　　啓氏　　中西　健治氏 
渡辺　猛之氏　　宮本　周司氏　他 

熊野　正士氏　　杉　　久武氏 

財政・金融部会長　竹内　　譲 氏 

長 官　安藤　久佳 氏 
事業環境部長　木村　　聡 氏 

右奥から　安藤長官、木村事業環境部長 

長 官　藤井　健志 氏　次 長　並木　　稔 氏 
課税部長　重藤　哲郎 氏 

左奥より　重藤課税部長、藤井長官、並木次長 

財務副大臣　鈴木　馨祐 氏 

左から　鈴木副大臣 



「第386回研修会」が１月９日、法人会館におい
て開催されました。始めに、安藤部会長が挨拶、
続いて本間第２統括官、小野塚上席より挨拶があ
りました。
その後、個人課税・松田上席より「サラリーマ
ンの確定申告」について説明して頂きました。配

偶者特別控除、扶養控除、医
療費控除、寄附金控除等、基
本的な事も含め分かり易く丁
寧に説明して頂きました。
又、参加者だけにという事で「e-TaxのID・パス
ワード（PW）方式による申告」について希望さ
れる方に、身分証明書をご持参頂き、実際にやっ
て頂きました。
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―― 部会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

《源泉研究部会　第386回研修会》並びに

◆『新年初顔合わせ会』を開催◆
～ 平成30年度分・確定申告について ～

部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 

12月７日、「第
522回研修会」が法
人会館で行なわれ
ました。講師に、
渋谷税務署広報公
聴官・齊藤氏を招

聘して、「租税教室・講師
養成講座」が行なわれま
した。
初めての方も多く参加
して頂き大盛況でした。

《青年部会　第522回研修会》

◆ 基本に忠実に…！！◆
～ 租税教室・講師養成研修 ～

安田部会長 講師：齊藤公聴官

◆「新年初顔合せ会」を開催◆
（1月18日　於：ウエストフィフティーサード・日本閣）

冒頭、安田部会長は年頭の抱負を熱く語り、青

年部会は素晴らしいスタートをきりました。

◆租税教室事前デモンストレーション◆

～～～終始和やかに～～～矢島副会長木村副会長安田部会長

～～～～12月7日（於：月忠）～～～～

～～～1月11日（於：法人会館）～～～

◆東法連・青連協◆（広報活動＆キッザニア東京）

11月13日 山手線一周税務広報活動（2名参加） 11月14日 小池都知事が！

《女性部会》

◆税に関する絵はがきコンクール展示一覧◆
展示場所 

中野区役所1階ロビー 
中野マルイ2階展示スペース 
中野サンプラザ1階イベントスペース 
西武信用金庫本店 
西武信用金庫中野北口支店 
西武信用金庫南中野支店 

H30.12.10�～H30.12.14� 
H30.12.11�～H31. 1.11� 
H31. 2.18�～H31. 2.25� 
H31. 1.15�～H31. 3.29� 
H31. 1.15�～H31. 3.29� 
H30.12.18�～H31. 4. 1� 

展示期間 

（於：西武信用金庫中野北口支店） �野部会長

小野塚上席様 講師：松田上席安藤部会長 本間統括官様

12月6日：役員会を開催（於：日本閣） ～ 1月9日 皆様、真剣に～

12月7日　参加された皆様全員が講師候補です

1月9日（於：中野サンプラザ）
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青年部会独自で“租税教室”を実施！（1月12日  酒井区長も！） 

12月8日�（区立江古田小学校6年1・2組（クラス別）） 

～ 講師：吉永氏・米持氏　　アシスタント：安田氏・宮下氏　　税金カルタ：竹下氏・柴野氏　　最後の挨拶：宮治氏 ～ 

1月12日�（区立江原小学校6年1・2組（クラス別）） 

～～ 講師：吉永氏・安田氏　　アシスタント：根本様・吉田氏　　税金カルタ：新井氏　　最後の挨拶：宮治氏 ～～ 

1月12日�（区立北原小学校6年1・2組（合同）） 

～～ 講師：根本様　　アシスタント：安田氏・吉永氏・大滝氏　　税金カルタ：竹下氏　　最後の挨拶：柴野氏 ～～ 

1月12日�（区立緑野小学校6年1・2組（クラス別）） 

～～～ 講師：米持氏・内山氏　　アシスタント：鳥居氏　　税金カルタ：滝口氏　　最後の挨拶：滝口氏 ～～～ 

1月12日�（区立上高田小学校6年1組） 

～～～ 講師：山田様　　アシスタント：渡�氏・佐野氏　　税金カルタ：柴野氏　　最後の挨拶：竹下氏 ～～～ 

1月21日�（区立桃花小学校6年1・2・3組（クラス別）） 

講師：米持氏・根本様　　アシスタント：山田様・加藤氏・小高氏　　税金カルタ：滝口氏・新井氏・柴野氏　　最後の挨拶：宮治氏・竹下氏 

活発な社会貢献活動を展開 !!活発な社会貢献活動を展開 !!
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